
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
ら
れ
る
人

　

手
当
は
、
次
の
よ
う
な
児
童
（
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ

る
者
、
障
が
い
児
に
つ
い
て
は
20
歳
未
満
）
を

養
育
し
て
い
る
母
、
ま
た
は
母
に
代
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

① 

父
母
が
婚
姻
（
事
実
婚
を
含
む
）
を
解
消

し
た
児
童
〔
離
婚
〕

② 

父
が
死
亡
し
た
児
童
〔
死
亡
〕

③ 

父
が
施
行
令
に
定
め
る
程
度
の
障
が
い
の

状
態
（
年
金
の
障
が
い
等
級
１
級
程
度
）

に
あ
る
児
童
で
公
的
年
金
の
加
算
対
象
と

な
っ
て
い
な
い
児
童
〔
父
障
が
い
〕

④ 

父
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る
児
童
〔
拘
禁
〕

⑤ 

母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児
童

〔
未
婚
の
女
子
〕
な
ど

手
当
の
月
額

児
童
扶
養
手
当
と
は

　

父
母
の
離
婚
・
父
の
死
亡
な
ど
に

よ
っ
て
、
父
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
児
童
に
対
し
て
、
手
当
を
支

給
す
る
制
度
で
す
。

　

そ
の
目
的
は
、
母
子
世
帯
等
の
生

活
の
安
定
を
図
り
、
自
立
を
促
進
す

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

問
合
先　

住
民
課　

住
民
年
金
係

　
　
　
　
（
☎
６
５
・
３
３
０
１
）

区　分 児童１人 児童２人

全部支給 ４１，７２０円 ４６，７２０円

一部支給
９，８５０円～

　４１，７１０円

１４，８５０円～

　４６，７１０円

※ 所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

※ 定められた額以上の所得があるときは支給され
ません。

※ 児童が３人以上のときは、１人増えるごとに、
3，000 円が加算されます。
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